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食品流通の構造改革のための施策の方向（案）

Ⅰ 食品流通一般の効率化等について

論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（物流の改善）

・ ＩＴ導入による効率化支援食品流通の効率化を進めるため

・電子商取引の導入・活用の統一には、ＩＴの進展、物流技術の革 ・食品流通の情報化の基盤とな

的普及促進新等を踏まえて、これらの技術の る商品コード、ＥＤＩ標準、

積極的な導入・活用を促進するこ 商品情報データベースの開発

・効率的な物流管理システムの構とが重要である。

築にむけた新技術の活用・食品流通における革新的ＩＴ

・ 特に、今後、多様化、複雑化す ビジネスモデルの開発支援

る消費者や実需者のニーズに対応

し、取引や物流の多様化などのき ・中小食品流通業者のＩＴ人材

め細かな対応を効率的かつ確実に 育成のための研修、普及等

実施するためには、ＩＴの導入・

活用の促進が喫緊の課題である。

効率的物流開発普及支援・ 出荷段階においては、選別や調

・青果物等の規格の簡素化、コン製の時間短縮等の効率化を図るた ・低温輸送体系に必要な流通拠

テナ活用に向けた関係者の合意め、規格の簡素化を進めるととも 点整備等

形成に、コンテナ輸送の活用を検討す

ることが必要である。こうした取 ・地域食品小売業の共同輸送、

組は、環境負荷低減にも寄与する 加工等施設の整備

ことが期待される。
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（フードシステムとしての連携・協

調）

生産者と販売業者の連携支援・ 食品流通は、生産者から消費者

・生産から消費まで、連携して効へ届く供給行程において、多数の ・農林漁業生産者と販売業者と

率化するために必要となる食品関係者がそれぞれ役割を分担し、 の安定的取引関係の確立、食

物流、品質管理等の各種情報の連携することによって機能する。 品の品質保持等に必要となる

伝達の効率化しかしながら、関係者による連携 施設整備等のための金融・税

・協調した品質管理、効率化、情 制支援措置

、報伝達等の取組が十分に行われず

その取組の効果発現が低下するな ・食品販売業者の組合等が農林

どの問題が生じている。 漁業者等との連携による仕入

れ、商品開発等のモデル的事

・ 食品流通の効率化を図るために 業の支援

は、生産、流通、消費の流通ルー

販売業者の共同化支援トに携わる関係者が、効率化や商

・各種施策の実施に当たり、一連品供給力の向上のために、一連の ・食品販売業者が仕入れ 調製、 、

のフードシステムとしての連携フードシステムとして連携・協調 保管、配送の共同化に必要な

・協調の取組促進を優先した取組を充実強化することが必 施設整備等のため金融、税制

要である。 支援措置
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（加工、調製への対応） ・卸売市場におけるカット野菜、

カット果実等の一次加工品の流・ 外食、加工等の業務用需要や簡

通の促進便化志向等消費者ニーズに対応す

る安定的な供給、物流の効率化を

図るため、生産サイドと流通サイ

ドが一体となった商品開発、供給

を行うとともに、生鮮食料品につ

いての一次加工品へのニーズに対

応するため、生産・流通段階にお

ける効率的な加工・調製を進める

ことが必要である。

・ こうした生鮮食料品の一次加工

流通の促進は、流通の効率化に加

えて、農山漁村の地域振興や環境

対策を図る上でも効果が期待され

る。
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（担い手の活性化）

食品専門小売業の経営革新支援・ 生鮮食品卸売業については、収

・生鮮食品販売業を中心として企益性が低下しているにもかかわら ・食品小売業の流通の高度化、

業再編等の促進による経営基盤ず、再編・統合等経営の合理化・ 経営改善等に必要な知識・技

の強化効率化が遅れている。生鮮食品卸 術等の教育・普及等

売業の経営の効率化、事業体質の

強化を図るため、業者間の合併・ ・食品商業集積施設の整備

統合、連携を進めるとともに、加

・食品販売業の協業・共同、異業工、サービスの充実等業務の多角 ・食品販売業者の組合等が農林

種連携等を通じたネットワーク化を進めることが必要となってい 漁業生産者等との連携による

化の促進る。 仕入れ、商品開発等のモデル

的事業の支援

・魅力ある地域食品販売業振興の・ 食品専門小売店は、消費者の身

ための人材育成、経営活性化近に接している利点を活かし、加 ・農林漁業生産者と販売業者と

工・サービスの取組、こだわり志 の安定的取引関係の確立、食

向への対応等のそれぞれの地域の 品の品質保持等に必要となる

特性や小売店の個性を発揮すると 施設整備等のための金融・税

ともに、個別事業者のネットワー 制支援措置

ク化による集中仕入れ、鮮度管理

等の協業化等を進め、魅力ある店 ・生鮮食料品小売業者の営業の

舗作りを図ることが求められる。 近代化・合理化等に必要な店

舗等の施設の整備のための金

融支援措置



- -5

論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（食の安全・安心への対応）

流通段階の品質保持充実・ 食品の流通段階において、食の

安全・安心への要請に応えた的確 ・ＪＡＳ法、食品衛生法等によ

な対応の充実が一層重要となって る適正な品質管理と表示の徹

いる。 底

・生産、輸送、卸売市場、小売段

階を通じた品質管理の徹底・ このため、流通の各段階におい

て、品質管理や適正な表示の徹底

・産地から小売店まで追跡を可能を図るとともに、流通段階を通じ

とする牛肉トレーサビリティた一貫した品質維持のためのコー

（義務的制度）への対応（牛肉以ルドチェーンシステムの整備、生

外は任意の取組）産・流通段階における情報を確実

かつ正確に消費者等に伝達するた

卸売市場流通に適合したトレーめのトレーサビリティシステムの ・

サビリティシステムの開発促進整備等の取組をさらに充実するこ

とが必要である。
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Ⅱ 卸売市場の効率化等について

論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（卸売業者、仲卸業者の連携強化）

卸売市場における売買取引の方 ・卸売業者と仲卸業者、売買参加・ 流通の効率化を促進するために

法 者の間での連携による産地、商は、需要サイドの情報の正確な把

品開発、販売促進やリテールサ握と需要に対する的確な供給が重 ・卸売市場での公正かつ効率的

ポート等の商業機能高度化と、要である。卸売市場流通の効率化 な取引を確保するため、開設

こうした取引に即応した取引規を進めるために、卸売業者と仲卸 者が品目毎に定める売買取引

制の見直し業者とが産地 実需者等と連携し の方法（せり売又は入札、相、 、

消費情報や商品情報の提供、商品 対取引）によることとしてい

開発等の機能を充実強化すること る

が求められる。

・ こうした取組は、卸売市場が中

心的な仕入先となっている食料専

門小売店等の中小事業者の安定的

な調達や活性化にも資することが

期待される。
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（物流面での効率化等）
商物一致の原則・ ＩＴを取り入れた新たな流通手

・ＩＴ取引を含めたニーズに即し段が生まれており、物流面での効 ・中央卸売市場における卸売業
た卸売サービスの充実、流通の率化を進めるためには、卸売市場 務については、当該市場内に
効率化のための商物分離取引の流通においてもこれに積極的に対 ある物品以外の卸売を原則禁
拡大と、そのための取引規制の応することが求められる。ＩＴや 止
見直し物流技術の進展等を積極的に活用

した効率的な流通システムを形成
するため、商物分離取引の拡大等
市場取引等に関する規制の緩和を
進めることが求められる。

卸売業者の卸売の相手方の制限 ・複数の卸売市場の機能分担や集・ 交通事情や物流技術の向上によ
と仲卸業者の業務の制限 分荷等の連携による集荷力の強り、生鮮食料品の広域流通が進ん

化、流通の効率化の促進と、こでおり、こうした中で、品揃え、 卸売市場での需給に応じた公正
うした取引のための規制等の見集荷力の向上、効率化を図るため な価格形成を確保する観点から、
直しには、今後、単に一つの市場で卸 ・卸売業者が卸売市場内で行う

売機能を行うだけでなく、複数の 卸売行為について、相手先を
・卸売市場のネットワークや市場卸売市場が連携し、機能分担する 卸売市場内の仲卸業者、売買
の再編統合の促進ことを進めることが必要であり、 参加者に制限（残品等仲卸業

このための市場取引等に関する規 者等の買受けを不当に制限し
制の緩和を図ることが求められる ないものは除く）。

・仲卸業者は、販売の委託の引
・ 特に、地方の中小の卸売市場に き受け、当該卸売市場の卸売
おいては、中核となる卸売市場を 業者以外からの買付販売を制
中心として周辺卸売市場のネット 限
ワーク化により集荷力の向上等を
図ることが求められる。
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（ ）卸売市場の効率的な整備・運営等

中央卸売市場の開設・運営の制 中央卸売市場の管理・運営の民・ 中央卸売市場については、地方 ・

限 間等への委託促進公共団体が卸売市場の整備、運営

を行っているが、卸売市場の適正 ・農林水産大臣が指定する開設

・卸売市場整備事業におけるＰＦかつ健全な運営を確保するため、 区域を管轄する地方公共団体

Ｉ事業の活用促進市場経営の一層の効率化を図るこ （都道府県、人口２０万以上

ととし、例えば、整備手法の多様 の市等）に限定している

・卸売業者、仲卸業者等が自主的化や関係事業者が自主的な整備を

卸売市場施設整備の支援 な整備を行う等の市場の実態に行うなど民間活力の活用等による

即した効率的な整備市場整備・運営の多様化を図るこ ・中央卸売市場は４／１０以内、

とが求められる。 公設の地方卸売市場や事業協

・生鮮食品流通の広域化や広域交同組合等が行う施設整備につ

通体系の整備に即した卸売市場・ また、大規模小売店、外食等の いて３／１０以内で、補助

の適正な配置の見直し広域チェーン展開、首都圏等の交 ・卸売市場関係者の業務の近代

通混雑等に対応して、今後、卸売 化、高度化に必要な施設等に

市場の配置等についても見直すこ ついての金融支援措置等

とが求められている。



- -9

論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（卸売手数料の弾力化）

業務規程で定める卸売手数料以 ・出荷者、買受け者のニーズに即・ 卸売業者が、出荷者や買受け者

外の報償の収受の禁止と手数料 した機能・サービスの提供充実のニーズに応えて、取引内容やサ

率の上限規制 とサービス等に見合った手数料ービスの多様化に即応し、柔軟な

の徴収の弾力化収益構造を実現するとともに、流 ・卸売業者は、中央卸売市場に

通実態に即応し、卸売市場流通が おける卸売のための販売の委

・買付集荷の弾力化魅力ある発展を図るためには、機 託の引受けについて、委託者

能・サービスに見合った手数料を から業務規程に定める委託手

・卸売業者の経営革新や経営体質弾力的に徴収できるようにするこ 数料以外の報償の収受を禁止

強化を図るための、合併統合のとが求められる。

委託集荷原則 促進や経営の内容の多角化と、

そのための業務規制の弾力化・ なお、その対応に当たっては、 ・卸売業者が自己の計算におい

卸売業者が手数料収入に大きく依 て買付集荷を行うことを制限

存している実態等を踏まえ、一定

期間をかけて進めることを検討す

る必要がある。また、あわせて、

業務等に関する規制の緩和、卸売

業者の合併等の経営対策を検討す

る必要がある。
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（市場関係事業者の体質強化等）

卸売業者の経営健全性確保措置 ・卸売業者の経営健全化のための・ 卸売市場流通を取り巻く環境が

自己責任の徹底厳しくなっている中で 卸売業者 ・自己の計算による卸売の制限、 、

仲卸業者の収益状況が悪化し、財 ・兼業業務、子会社設立につい

務内容が劣化している業者もでて て農林水産大臣への事前届出

・仲卸業者における経営の自己管いる。卸売業者については、財務 ・卸売業者が満たすべき純資産

理の強化の目安となる財務指標基準に基づく自己責任により一層 額の設定と満たさない場合の

の明確化と悪化した場合の早期の経営改善を進めるとともに、仲 業務停止等の措置

改善等卸業者についても経営の自己管理 ・開設者への保証金の預託義務

と改善を促す必要がある。 ・卸売業者の満たすべき財産基

準（流動比率、自己資本比率

等）の設定と下回る場合の経

営改善命令措置

・事業報告書の農林水産大臣へ

・ 産地や小売の大型化に対応して の報告及びその写しの備え付、

卸売市場が公正な取引の場として け出荷者への閲覧等

機能を発揮するためには、卸売市 ・大臣、開設者による卸売業者

場の関係事業者の機能強化を図り の業務、財産の検査、監督等、

産地からの集荷、小売への販売の ・開設者による仲卸業者に対す

面で対等な取引関係を実現するこ る検査、監督等

とが重要である。このため、卸売

卸売業者、仲卸業者の経営基盤業者、仲卸業者について、業者間

強化支援措置 ・卸売業者、仲卸業者の合併・統の合併・統合を進めるとともに、

合の促進業務内容の拡充・多角化等企業活 ・経営基盤強化指針の作成、合

動の自由度を高めるような規制の 併推進方策の検討支援
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・卸売業者の経営安定のための業見直しを図ることが求められる。 ・仲卸業者の財務改善等の指導

務内容の多角化とそのための業この場合、卸売市場の再編・統合 ・卸、仲卸業者が他の事業者を

務規制の緩和を進めることも視野に置いて検討 統合する場合の営業権の買い

すべきである。 取りのための金融支援措置

・卸売業者の合併に当たっての

独占禁止法上の手続きの簡素

化
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（取引の情報開示）

卸売予定数量等の公表 ・公正な取引を確保する観点か・ 予約相対取引や相対取引が進ん

ら、必要な情報の公表充実のあでおり、自由な取引の幅が拡大し ・卸売業者と開設者は、卸売開

り方について見直し検討ているが、一方で、その決定過程 始時点までに、主な品目の卸

が当事者間でも明確でないとの指 売予定数量の掲示

・各種公表や報告の重複による関摘もある。今後、卸売市場流通が ・卸売終了後速やかに、取引方

係者の負担の軽減措置について健全な発展を図るためには、卸売 法ごとに卸売数量、価格等に

の検討市場の役割と市場関係事業者の民 ついて公表

間企業としての活動との関係も踏

まえつつ、取引の情報開示のあり

方について検討することが求めら

れる。
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論点整理 現行制度の概要 検討すべき課題と施策方向

（食の安全・安心の確保への対応）

・生鮮食品流通の大宗を占める卸・ 卸売市場は、生鮮食料品流通の

売市場としての食品の安全性の基幹的な流通機構としての役割を

確保、品質管理の徹底果たしていることから、卸売市場

段階における食品の安全性確保の

・産地から小売店まで追跡を可能一層の徹底・強化が重要である。

とする牛肉トレーサビリティまた、取扱商品にふさわしいトレ

（義務的制度）への対応（牛肉ーサビリティへの的確な対応が求

以外は任意の取組）められる。

・卸売市場流通に適合したトレー

サビリティシステムの開発促進


